
施策の方向性

≪取組内容（H29～H33）≫

≪平成２９年度の取組に対する評価≫

評価基準 0 1 2 3 4
０：事業に着手することができなかった。 ２：やや変更はあったが概ね目標を達成することできた。 
１：大幅な変更や遅れがあり、目標を達成することが ３：目標を達成することができた。 

 できなかった。 ４：目標を超える成果を得ることができた。 

≪その他意見等≫

実績

要保護児童対策地域協議会
代表者会議6/29実施（切れ
目のない支援の説明）
要保護児童対策地域協議会
実務者会議
・乳幼児会（特定妊婦）
・児童生徒会（通告事例）
・全体会（就学予定事例）
　　　　代理ミュンヒ）
児童相談所との進行管理
虐待予防分科会　月1回
個別ケース会議　○○回、
事例検討会　△△回、
学校等からの定期情報提供

≪今後の課題・展開≫
子育て世代包括支援センター事業が平成３０年４月より開始するので、保健センター及び地域子育て支援センターはぐと連携を図り、支援プラン会議をとおして
妊娠期からの支援体制を構築し、本人にとって適切で切れ目のない支援を目指す。
小学校、中学校へ就学する要保護児童、要支援家庭の申送りの方法について、取りこぼしや時間差が生じないよう、研究する。
進行管理会議では、虐待相談事例継続件数が増加していることから、１回の会議で扱うケース数が比例して増加するため、効率的な会議の開催方法について検討
する。
虐待相談事例の複雑化や多問題家庭の増加に伴い、対応に時間と困難を要するようになってきているため、個別ケース検討会議や事例検討会を有効に活用し、相
談員の負担軽減等を行う。
学校等からの定期情報提供について、より迅速な情報の提供が行えるよう、運用方法等について検討する。

評価

3

≪進行管理≫

○妊娠期からの支援を効果的に行うため、子育て世代包括支援センターの開設準備から開始に向け、医療・保健分野との連携を更に
充実します。
○養育者の支援とともに被虐待児童への支援について関係機関で役割分担し、被虐待児童へ安心できる養育環境の提供を行い、心身
のケアを充実します。
▼要保護児童対策地域協議会代表者会議　１回、要保護児童対策地域協議会実務者会議兼児童虐待相談事例進行管理分科会　３回、
　児童相談所との児童虐待相談進行管理会議　４回、虐待予防分科会　月１回（H30年4月～支援プラン会議へ移行）、
　個別ケース検討会議　事例検討会　学校等からの定期情報提供

1 児童虐待対策事業（要保護児童対策地域協議会）

H31 H32 H33

○通告義務を始めとする児童虐待に関する知識の普及啓発を進め、地域との連携により、育児不安の軽減や児童虐待の未然防止・早
期発見に努めます。
○妊娠中からの支援や児童虐待への対応については、関係機関とのネットワークを更に充実させて、緊密に連携する中で対応しま
す。また、養育者への支援とともに被虐待児童自身への支援も関係機関とのネットワークを活用し充実します。

特定妊婦の事例が増えており、早期発見と迅速な対応が求められている。特に早期発見に向けては、保健センターと連携を密に行っているが、多問
題家庭が増える中で、子ども家庭支援センターの支援の適切な開始時期を見極めることが難しくなってきているという課題もある。また、民間の医
療機関や幼稚園、保育園等との通告や情報提供などにおいては、保護者との関係性の構築の妨げになる場合があり、民間の機関との連携では、繊細
で機微な情報を扱うことについて、周知や啓発活動を研究していきたい。
児童相談所との進行管理会議の実施をとおして、新規虐待相談受理件数は減少傾向にあるが、虐待相談事例継続件数が平成２８年度は６３件だった
が、平成２９年度は平成３０年２月１日時点で１０９件と増加している。また、個別ケース検討会議には、警察の出席が１５回となっており、警察
との連携がスムーズに行われている。
困難ケースについて助言者よりスーパーバイズいただき、ケース対応が適正に行われるよう、事例検討会を活用している。

コメント

区分 H29

計画

要保護児童対策地域協議会
代表者会議　１回、
要保護児童対策地域協議会
実務者会議兼児童虐待相談
事例進行管理分科会　３
回、
児童相談所との児童虐待相
談進行管理会議　４回、
虐待予防分科会　月１回、
個別ケース検討会議　○○
回、
事例検討会　△△回、
学校等からの定期情報提供

要保護児童対策地域協議会
代表者会議　6/28予定（保
健センターとの連携）
要保護児童対策地域協議会
実務者会議
　・乳幼児会7/27予定
　・児童生徒会10/26予定
　・全体会1/18予定
児童相談所との進行管理4回
支援プラン会議　月1回
個別ケース会議
事例検討会

H30


